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(57)【要約】
【課題】健常部と疾患部を含む骨の診断に利用される改
良された超音波診断装置を提供する。
【解決手段】健常部５２ａ，５２ｂと骨折部５４を含ん
だ骨５０の健常部５２ａに対して、エコートラッキング
用の超音波ビーム４０が形成される。そして、骨５０に
対して荷重Ｆを掛けない状態から荷重Ｆを掛けた状態に
亘ってエコートラッキング処理が実行され、健常部５２
ａに対して形成された超音波ビーム４０を介して、荷重
Ｆに伴う骨５０の歪み量が算出される。こうして、健常
部５２ａを介して得られる歪み量から、骨折部５４にお
ける癒合の状態が評価される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健常部と疾患部を含む骨の健常部に対して複数の超音波ビームを形成する送受波部と、
　各超音波ビームごとに骨表面に対応する表面ポイントを検出し、複数の超音波ビームに
対応した複数の表面ポイントを追跡する表面追跡部と、
　前記骨に対して外的作用を及ぼすことにより変位する複数の表面ポイントに基づいて、
前記骨の力学的特性を反映させた特性量を算出する特性量算出部と、
　前記健常部を介して得られる特性量に基づいて前記疾患部の快復状態を評価する快復状
態評価部と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記特性量算出部は、前記骨に対して荷重を加えることにより変位する複数の表面ポイ
ントに基づいて、前記骨の歪みを反映させた特性量を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記快復状態評価部は、前記健常部を介して得られる特性量の経時的な変化を示す経時
変化データを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　前記経時変化データに基づいて、前記疾患部である骨折部における骨癒合の進行状態が
評価される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断装置において、
　健常骨の歪みに対応した特性量の参考値と前記経時変化データとの比較から前記骨折部
における骨癒合の進行状態が評価される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　健常部と疾患部を含む骨の健常部に対して複数の超音波ビームを形成する送受波部と、
　各超音波ビームごとに骨表面に対応する表面ポイントを検出し、複数の超音波ビームに
対応した複数の表面ポイントを追跡する表面追跡部と、
　前記骨に対して外的作用を及ぼすことにより変位する複数の表面ポイントに基づいて、
前記骨の力学的特性を反映させた特性量を算出する特性量算出部と、
　を有し、
　前記健常部を介して得られる特性量に基づいて前記疾患部の快復状態を評価するために
利用される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、骨の診断に利用される超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　骨粗鬆症などの骨代謝疾患の診断や易骨折性の判定、また、骨折治療後の骨癒合を定量
的に診断するために、骨強度などの力学的特性の簡便かつ定量的な測定が望まれている。
【０００３】
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　骨形成や骨癒合の評価はＸ線写真に大きく依存しているが、Ｘ線写真では骨強度を定量
的に診断することは困難である。骨強度の従来の測定法として測定対象のサンプル骨の強
度試験が知られているものの、サンプル骨の摘出手術が必要であり侵襲的である。また、
骨量や骨密度の測定法として、汎用Ｘ線ＣＴの利用、ＤＸＡ（二重エネルギー吸収測定法
）装置などが実用化にいたっている。しかし、これらはあくまで骨量を測定する手段であ
って、骨強度を評価することはできない。また、Ｘ線を照射する点では非侵襲的であると
は言えない。
【０００４】
　このほかの骨強度を定量評価する試みとしては、創外固定器に歪みゲージを装着してそ
の固定器の歪みを計測する歪みゲージ法、骨に外部から振動を加え固有振動数を評価する
振動波法、降伏応力を生じた骨から発生する音波を検出するアコースティックエミッショ
ン法などが既存の方法として挙げられる。しかし、これらの方法は適応できる治療法に制
限があること、骨に侵襲を加える必要があること、さらに評価精度などの点において問題
が残されている。
【０００５】
　こうした背景において、本願の発明者らは、骨の力学的特性を非侵襲的かつ定量的に評
価する超音波診断装置を提案している（特許文献１～３参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２９８２０５号公報
【特許文献２】特開２００６－３３４２７３号公報
【特許文献３】特開２００５－１５２０７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献に記載された超音波診断装置は、骨に対して複数の超音波ビームを形成し
、各超音波ビームに対応した複数のエコー信号を取得して各エコー信号ごとに骨表面に対
応する表面ポイントを特定し、複数のエコー信号から得られる複数の表面ポイントに基づ
いて骨表面の形状データを生成するものである。そして、骨に対して外的作用を及ぼした
場合における形状データの変化に基づいて骨の力学的特性が評価される。これにより、エ
コー信号に基づく骨表面の形状データから、生体内の骨の力学的特性を非侵襲的かつ定量
的に評価することができるという画期的な技術である。
【０００８】
　本願の発明者らは、上記特許文献に記載された画期的な技術の改良について研究開発を
重ねてきた。
【０００９】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、健常部と疾
患部を含む骨の診断に利用される改良された超音波診断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である超音波診断装置は、健常部と疾
患部を含む骨の健常部に対して複数の超音波ビームを形成する送受波部と、各超音波ビー
ムごとに骨表面に対応する表面ポイントを検出し、複数の超音波ビームに対応した複数の
表面ポイントを追跡する表面追跡部と、前記骨に対して外的作用を及ぼすことにより変位
する複数の表面ポイントに基づいて、前記骨の力学的特性を反映させた特性量を算出する
特性量算出部と、前記健常部を介して得られる特性量に基づいて前記疾患部の快復状態を
評価する快復状態評価部と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　上記態様において、骨の健常部は骨のうちの比較的に健全な部分であり、骨の疾患部は
骨のうちの比較的に病的な部分である。骨の疾患部には、例えば、骨折した部分やひびの
部分などが含まれ、また、骨折やひびなどの癒合が進行している部分や完治した部分など
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も含まれる。
【００１２】
　上記態様によれば、健常部を介して得られる特性量に基づいて疾患部の快復状態を評価
することが可能になる。これにより、例えば、超音波の反射状態が比較的良好な健常部を
介して特性量が得られるため、超音波の反射状態が不安定な骨の部分を介して特性量が得
られる場合に比べて、疾患部の快復状態の評価の精度や再現性が高められる。また、例え
ば、超音波ビームの位置が疾患部に限定されないため、疾患部の快復状態を評価する際の
計測の自由度が高められる。
【００１３】
　望ましい態様において、前記特性量算出部は、前記骨に対して荷重を加えることにより
変位する複数の表面ポイントに基づいて、前記骨の歪みを反映させた特性量を算出する、
ことを特徴とする。
【００１４】
　望ましい態様において、前記快復状態評価部は、前記健常部を介して得られる特性量の
経時的な変化を示す経時変化データを形成する、ことを特徴とする。
【００１５】
　望ましい態様において、前記経時変化データに基づいて、前記疾患部である骨折部にお
ける骨癒合の進行状態が評価される、ことを特徴とする。
【００１６】
　望ましい態様において、健常骨の歪みに対応した特性量の参考値と前記経時変化データ
との比較から前記骨折部における骨癒合の進行状態が評価される、ことを特徴とする。
【００１７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である超音波診断装置は、健常
部と疾患部を含む骨の健常部に対して複数の超音波ビームを形成する送受波部と、各超音
波ビームごとに骨表面に対応する表面ポイントを検出し、複数の超音波ビームに対応した
複数の表面ポイントを追跡する表面追跡部と、前記骨に対して外的作用を及ぼすことによ
り変位する複数の表面ポイントに基づいて、前記骨の力学的特性を反映させた特性量を算
出する特性量算出部と、を有し、前記健常部を介して得られる特性量に基づいて前記疾患
部の快復状態を評価するために利用される、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明により、健常部と疾患部を含む骨の診断に利用される改良された超音波診断装置
が提供される。例えば、本発明の好適な態様によれば、健常部を介して得られる特性量に
基づいて疾患部の快復状態を評価することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態を説明する。
【００２０】
　図１には、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態が示されており、図１はその
全体構成を示すブロック図である。プローブ１０は被検体の体表に当接して用いられる超
音波探触子が好適である。もちろん被検体内に挿入して用いられる超音波探触子を利用し
てもよい。プローブ１０は、被検体の体内の骨に向けて超音波ビームを形成する。プロー
ブ１０としては、超音波ビームを電子走査するリニア電子スキャンプローブ（リニアプロ
ーブ）が好適であるが、セクタ電子スキャンなどの方式を利用するものでもよい。なお、
診断対象となる骨は、例えば脛骨や腓骨などであるが、本発明に係る超音波診断装置の診
断対象はこれらの骨に限定されない。
【００２１】
　送受信部１２は、プローブ１０を制御して、断層面内において超音波ビームを電子走査
する。プローブ１０がリニアプローブの場合、例えば１２０本の超音波ビームが次々に電
子走査され、各超音波ビームごとにエコー信号が取得される。取得された複数のエコー信
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号は断層画像形成部１８に出力され、断層画像形成部１８は複数のエコー信号に基づいて
骨の断層画像（Ｂモード画像）を形成する。形成されたＢモード画像は、表示画像形成部
２８を介して表示部３０に表示される。
【００２２】
　送受信部１２で取得されたエコー信号は、エコートラッキング処理部（ＥＴ処理部）２
０へも出力される。エコートラッキング処理部２０は、各エコー信号から骨表面部を抽出
してトラッキングする、いわゆるエコートラッキング処理を行うものである。エコートラ
ッキング処理には、例えば、特開２００１－３０９９１８号公報に詳述される技術が利用
される。この技術の概要は次のとおりである。
【００２３】
　プローブ１０から取得されるエコー信号は骨表面に対応する部分で大きな振幅を有して
いる。単に振幅の大きな部分として骨表面部を捉えた場合、大きな振幅の範囲の中のどの
部分が表面部に対応するのかが不明であり、結果として大きな振幅の範囲程度の抽出誤差
（一般的な超音波診断装置では０．２ｍｍ程度）が生じてしまう。エコートラッキング処
理では、エコー信号の代表点としてゼロクロス点が検知され、検知されたゼロクロス点を
トラッキングすることで抽出精度を飛躍的に高めている（０．００２ｍｍ程度にまで精度
を高めることが可能）。ゼロクロス点は、トラッキングゲート期間内においてエコー信号
の振幅が正から負へ、または、負から正へと極性が反転するタイミングとして検知される
。ゼロクロス点が検知されると、その点を中心として新たにトラッキングゲートが設定さ
れる。そして、次のタイミングで取得されるエコー信号においては、新たに設定されたト
ラッキングゲート期間内でゼロクロス点が検知される。このようにして、各超音波ビーム
ごとに、エコー信号のゼロクロス点が表面ポイントとしてトラッキングされ、骨表面の位
置がプローブ１０を基準として高精度に計測される。
【００２４】
　エコートラッキング処理には、例えば５本のトラッキング用エコー信号が利用される。
トラッキング用エコー信号は、断層画像形成に利用されるエコー信号（例えば１２０本の
エコー信号）の中から選択されてもよく、あるいは、断層画像形成用のビームとは別に、
５本のトラッキング用エコー信号を形成してもよい。
【００２５】
　図２は、５つのエコー信号による骨表面部のトラッキングの様子を説明するための図で
ある。本発明の超音波診断装置を利用した骨の力学的特性の評価では、骨に対して荷重を
掛けない状態（荷重無）と荷重を掛けた状態（荷重有）との間における表面ポイントの変
位が各エコー信号ごと（各超音波ビームごと）に計測される。
【００２６】
　図２（Ａ）は、荷重無における骨５０に対するトラッキングの様子を示すものである。
骨５０に向けられた５本の超音波ビーム４０の各々に対応する各エコー信号６８は、骨表
面に対応する部分で大きな振幅（振幅極大部６９）を示している。なお、５本の超音波ビ
ーム４０には、図の上から順に、ビーム番号１からビーム番号５が付されている。各超音
波ビームごとに振幅極大部６９内においてゼロクロス点が表面ポイントとして検知されて
いるため、極めて高精度に骨表面位置が特定される。
【００２７】
　図２（Ｂ）は、荷重有における骨５０に対するトラッキングの様子を示すものである。
図２（Ａ）と同様に、５本の超音波ビーム４０の各々に対応する各エコー信号６８に基づ
いて骨表面の形状を把握することができる。なお、荷重が掛けられた影響により、図２（
Ａ）の骨５０に比べて図２（Ｂ）の骨５０は歪み（骨のたわみ具合）が大きくなっている
。なお、図２においてはエコートラッキング用エコー信号が５本の例を示したが、５本以
外の複数本でも計測可能である。
【００２８】
　図１に戻り、表面形状計測部２２は、荷重無状態と荷重有状態との間における表面ポイ
ント（トラッキングポイント）の変位を各超音波ビームごとに計測し、５本の超音波ビー
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ムの各々から表面ポイントの変位を計測する。つまり、図２に示したビーム番号１からビ
ーム番号５までの各超音波ビーム４０について、荷重無と荷重有との間におけるゼロクロ
ス点の移動量が計測される。その結果、骨表面の５点に関する変位が得られる。
【００２９】
　さらに、骨表面の５点に関する変位は、超音波ビーム４０のビーム位置を示す軸と表面
ポイントの変位を示す軸とで構成される座標系に、実測点としてポイントされる。そして
、複数の実測点を結ぶ補間ラインが生成され、さらに、その補間ラインの曲がりの程度か
ら特性量算出部２４において、骨の力学的特性を評価するための骨の特性量として、骨の
歪み量が算出される。
【００３０】
　図３は、骨の歪み量の算出手法を説明するための図である。図３には、超音波ビームの
ビーム位置を縦軸とし、表面ポイントの変位を横軸とした座標系が示されている。そして
、その座標系上に、各超音波ビームのビーム位置とその超音波ビームで計測された変位と
を対応付けた点として５つの実測点７０がポイントされている。ビーム位置は、エコート
ラッキング用の超音波ビームの各々の位置（図２における各超音波ビーム４０の位置）で
あり、図３の上から順にビーム番号１からビーム番号５までのビーム番号によって特定さ
れる。
【００３１】
　そして、表面形状計測部２２（図１）によって５つの実測点７０を結ぶ補間ライン７２
が生成される。補間ライン７２は、例えば、スプライン補間や最小二乗補間などを利用し
て５つの実測点７０を曲線補間することによって得ることができる。
【００３２】
　さらに、特性量算出部２４（図１）によって、５つの実測点７０のうちの二つの端点を
結ぶ直線７４と補間ライン７２との比較に基づいて補間ライン７２の曲がりの程度が評価
される。具体的には、直線７４から最も離れた位置に存在する補間ライン７２上の点であ
る最大変位点８０と直線７４との距離ｄに基づいて、例えば、直線７４の長さＬと距離ｄ
から、骨の歪み量としてε＝ｄ／Ｌが算出される。歪み量εはストレインと呼ばれる。な
お、特性量算出部２４は、ストレインεとその時の荷重値とを対応付けた計測結果を得る
ようにしてもよい。
【００３３】
　図３を利用して説明した歪み量の算出手法では、５つの実測点７０のうちの二つの端点
を結ぶ直線７４を利用している。この手法に換えて、例えば、特許文献１において図４を
利用して説明しているように、荷重無における補間ラインと荷重有における補間ラインと
の比較に基づいて骨の歪み量を算出してもよい。
【００３４】
　図１に戻り、特性量算出部２４において、骨の力学的特性を評価するための骨の特性量
として骨の歪み量が算出されると、癒合状態評価部２６において、骨の歪み量に基づいて
骨の癒合状態が評価される。本実施形態においては、骨折部と健常部を含んだ骨が診断対
象とされ、健常部を介して得られる骨の歪み量に基づいて、骨折部における骨の癒合状態
が評価される。そこで、以下に、本実施形態における骨の診断と癒合状態の評価について
説明する。なお、既に図１に示した部分（構成）については、以下の説明において図１の
符号を利用する。
【００３５】
　図４は、本実施形態における骨の診断例を説明するための図である。診断対象となる骨
５０は、被検体６０内に存在し、健常部５２ａ，５２ｂと骨折部５４を含んでいる。プロ
ーブ１０は、被検体６０の体表に当接して用いられ、骨５０の健常部５２ａに対して、エ
コートラッキング用の超音波ビーム４０を形成する。
【００３６】
　検査者は、例えば、骨５０を含んだＢモード画像を利用して健常部５２ａ，５２ｂと骨
折部５４の位置を確認し、健常部５２ａに対して例えば５本の超音波ビーム４０を形成す
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るように、プローブ１０の当接位置などを調整する。
【００３７】
　図４においては、２つの固定点の間に荷重Ｆを加える３点曲げ方式が示されている。つ
まり、被検体６０の体表に接する２つの固定具７０によって、棒状の骨５０の２箇所（２
つの固定点）が図の下側から支えられており、これら２箇所の固定点の間において図の上
側から荷重Ｆが加えられている。
【００３８】
　そして、骨５０に対して荷重Ｆを掛けない状態から荷重Ｆを掛けた状態に亘ってエコー
トラッキング処理が実行され（図２参照）、健常部５２ａに対して形成された超音波ビー
ム４０を介して、荷重Ｆに伴う骨５０の歪み量が算出される（図３参照）。
【００３９】
　このように、本実施形態においては、健常部５２ａ，５２ｂと骨折部５４含む骨５０の
健常部５２ａに対して複数の超音波ビーム４０が形成され、健常部５２ａを介して荷重Ｆ
に伴う歪み量が得られる。
【００４０】
　骨５０に対して荷重Ｆが加えられると、図４の例においては、２つの固定点を支点とし
て弓形に撓もうとする内部応力が骨５０に作用する。その際、骨折部５４等を含まない健
常骨であれば、健常骨の全体に亘って比較的均等に内部応力が発生し、撓み（歪み）も健
常骨の全体に亘って比較的均等になる。
【００４１】
　これに対し、比較的剛性の高い健常部５２ａ，５２ｂと比較的剛性の低い骨折部５４を
含む骨５０においては、荷重Ｆに伴う内部応力が骨折部５４に集中的に作用する傾向が現
れる。そのため、健常骨の撓み（歪み量）に比べて、骨折部５４における撓みが大きくな
り、健常部５２ａ，５２ｂにおける撓みが小さくなる。また、骨折部５４における癒合が
進行して健常骨の状態に近づくに従って、健常部５２ａ，５２ｂにおける撓みが健常骨の
撓みに近づく。本実施形態においては、こうした現象を利用し、健常部５２ａを介して得
られる歪み量から、骨折部５４における癒合の状態が評価される。
【００４２】
　図５は、本実施形態における骨の癒合状態の評価例を説明するための図である。図５に
は、健常部を介して得られる歪み量の経時的な変化を示す経時変化データの一例が示され
ている。図５に示す経時変化データ（グラフ）の横軸は骨の癒合の経過時間であり、縦軸
は各経過時間（時刻）ごとの歪み量である。例えば、毎週ごとに健常部を介して荷重に伴
う歪み量が計測され（図４参照）、複数の週に亘る計測結果が日時順に横軸に沿って並べ
られる。図５における歪み量の単位はマイクロストレイン（μstrain）である。
【００４３】
　図５に示すように、経過時間が増大するに従って、つまり横軸の増加方向（正方向）に
進むに従って、骨折部の癒合が進行するため、健常部を介して得られる骨の歪み量が次第
に増加する。すなわち、骨の癒合の初期状態では骨折部に対して荷重に伴う内部応力が集
中して健常部における歪み量が小さく、骨の癒合が進むに従って内部応力が分散されて健
常部における歪み量が増加してくる。
【００４４】
　そこで、例えば、骨折部等を含まない健常骨の歪み量の参考値ＲＥＦを予め測定してお
き、健常部における歪み量の増加傾向と参考値ＲＥＦとを比較することにより、骨の癒合
の進行度を評価するようにしてもよい。図５に示す経時変化データ（グラフ）は、例えば
、癒合状態評価部２６において形成され、表示画像形成部２８を介して表示部３０に表示
される。
【００４５】
　本実施形態における骨の癒合の評価では、骨折部と健常部とにおいて応力分布（応力の
差）を発生させればよいため、図４を利用して説明した診断例に限らず、多様な変形例が
可能である。
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【００４６】
　図６は、本実施形態における骨の診断の変形例を説明するための図である。図６（Ａ）
～（Ｃ）には、図４を利用して説明した３点曲げ方式の変形例が示されている。例えば、
図６（Ａ）に示すように、骨折部５４を間に挟んだ一方側の健常部５２ａの側にプローブ
１０を配置し、他方側の健常部５２ｂの側に荷重Ｆを加えてもよい。また、例えば、図６
（Ｂ）に示すように、骨５０を間に挟んだ一方側（図の上側）にプローブ１０を配置し、
他方側（図の下側）から荷重Ｆを加えてもよい。また、図６（Ｃ）に示すように、骨５０
の端部に骨折部５４が存在する場合にも、本実施形態における骨の癒合の評価は可能であ
る。なお、図４を利用して説明した３点曲げ方式に換えて、図６（Ｄ）に示すように、骨
５０の長軸方向に沿って荷重Ｆを加えてもよい。また、プローブ１０を介して骨に荷重Ｆ
が加えられてもよい。
【００４７】
　図７は、骨に対して荷重Ｆを加えることが可能なプローブ１０を示す図である。図７の
プローブ１０には、その振動子面に圧縮子８０が設けられている。さらに、図７のプロー
ブ１０には、その振動子面の全体を覆い圧縮子８０を包み込むように水袋９０が設けられ
ている。水袋９０内には、超音波の伝播に好適な媒体（例えば水）が充填される。
【００４８】
　図７のプローブ１０を被検体の体表に押し当てることにより、圧縮子８０を介して被検
体内の骨に対して荷重Ｆが加えられる。また、水袋９０内の媒体を介して超音波が送受波
されることにより、被検体内の骨に対して超音波ビーム４０が形成される。
【００４９】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態によれば、例えば、超
音波の反射状態が比較的良好な健常部を介して歪み量が得られるため、超音波の反射状態
が不安定な骨折部を介して歪み量が得られる場合に比べて、骨折部の癒合状態の評価の精
度や再現性が高められる。ちなみに、１つのプローブにより評価が可能であるため、２つ
のプローブを利用する場合に比べて、計測の作業性が向上する。また、例えば、超音波ビ
ームの位置や荷重の位置や固定点の位置が、骨折部やその付近に限定されないため、計測
の自由度が高められる。ちなみに、プローブの位置と荷重の位置を一致させてもよいし、
プローブの位置と固定点の位置を一致させてもよい。
【００５０】
　上述した実施形態やその効果等は、あらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲を
限定するものではない。例えば、骨の力学的特性を反映させた特性量として、骨の歪み量
に換えて、骨の粘弾性に対応した特性量（例えば特許文献１の図１２に記載された荷重値
と歪み量との間のヒステリシス特性）や、骨の塑性変形に対応した特性量（例えば特許文
献３の図４に記載された塑性変形成分）を利用してもよい。また、図１を利用して説明し
た癒合状態評価部２６を超音波診断装置内に設けない態様も可能である。例えば、癒合状
態評価部２６の機能をコンピュータ内において実現し、コンピュータと超音波診断装置と
を組み合わせた超音波システムにより、骨の癒合の進行度等を評価してもよい。このよう
に、本発明はその本質を逸脱しない範囲で各種の変形形態を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】骨表面部のトラッキングの様子を説明するための図である。
【図３】骨の歪み量の算出手法を説明するための図である。
【図４】本実施形態における骨の診断例を説明するための図である。
【図５】本実施形態における骨の癒合状態の評価例を説明するための図である。
【図６】本実施形態における骨の診断の変形例を説明するための図である。
【図７】骨に対して荷重Ｆを加えることが可能なプローブを示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
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　１０　プローブ、１２　送受信部、２２　表面形状計測部、２４　特性量算出部、２６
　癒合状態評価部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月1日(2010.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健常部と疾患部を含む骨の健常部に対して複数の超音波ビームを形成する送受波部と、
　各超音波ビームごとに骨表面に対応する表面ポイントを検出し、複数の超音波ビームに
対応した複数の表面ポイントを追跡する表面追跡部と、
　前記骨に対して外的作用を及ぼすことにより変位する複数の表面ポイントに基づいて、
前記骨の力学的特性を反映させた特性量を算出する特性量算出部と、
　前記健常部における特性量に基づいて前記疾患部の快復状態を評価する快復状態評価部
と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記特性量算出部は、前記骨に対して荷重を加えることにより変位する複数の表面ポイ
ントに基づいて、前記骨の健常部の歪みに対応した特性量を算出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
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　前記快復状態評価部は、前記健常部の歪みに対応した特性量の経時的な変化を示す経時
変化データを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　前記経時変化データに基づいて、前記疾患部である骨折部における骨癒合の進行状態が
評価される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の超音波診断装置において、
　健常骨の歪みに対応した特性量の参考値と前記経時変化データとの比較から前記骨折部
における骨癒合の進行状態が評価される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　健常部と疾患部を含む骨の健常部に対して複数の超音波ビームを形成する送受波部と、
　各超音波ビームごとに骨表面に対応する表面ポイントを検出し、複数の超音波ビームに
対応した複数の表面ポイントを追跡する表面追跡部と、
　前記骨に対して外的作用を及ぼすことにより変位する複数の表面ポイントに基づいて、
前記骨の健常部の歪みに対応した特性量を算出する特性量算出部と、
　を有し、
　前記健常部の歪みに対応した特性量に基づいて前記疾患部の快復状態を評価するために
利用される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
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